
株式会社　　発起設立チェックシート

設立（希望）日
・平成　　　年　　　月　　　日（　　曜日）（大安・その他（　　　）） 法務局への申請日が設立日に

なるので、平日のみ可です。・可能な限り早く（□いつでも  □大安で  □仏滅を避ける  □（　 ）曜日を避ける）

商　　　　号
（第１希望） ローマ字(大文字・小文字)・アラ

ビヤ数字・「＆」「’」「，」
「－」「．」「・」も使用可（類似商号は差止請求

　される可能性あり）
（第２希望） （第３希望）

本　　　　店
ビル名等は省略可（郵便が届
くように決めて下さい）

例：不動産の売買、交換、賃貸借、管理、仲介、保有及び運用 目的はいくつ決めても構いま
せん。将来予定している事業
を目的としても構いません。

明確性・営利性・適法性が必
要ですが、事細かく具体的に
記載する必要はなくなりまし
た。
（どういうことがしたいかを
列挙していただければ、弊所
で目的（案）を作成いたしま
す。）

目　　　　的 建築工事業、土木工事業及び内装仕上工事業

（免許・資格の種類
　は正確に記入して
　下さい。）

決　算　期 毎年 月（ 日）決算 繁忙期は避けた方がベター

資本金の額 金 円 株　券  □ 不発行(原則)  □ 発行する(１・10・100・1000・(   )株券)

設立時の発行株数 株 資本金の額 ＝ 設立時の発行株数 × １株の払込金額
それぞれが整数となるように決めてください。１株の払込金額 金 円

発行可能株式総数 株 原則、発行株数の４倍まで。非公開会社(譲渡制限規定を設けた会社)は上限なし。

株式の譲渡制限規定 　□ 株式譲渡につき( 株主総会・取締役の過半数(取締役会)・その他(　　　))の承認を要するものとする　 □ 譲渡自由とする

公告の方法 　□ 官報 　　　　□ 日刊紙（　　　　新聞） 　　□ 電子広告（ｈｐアドレス：　　　　　　　　　　　　　　　）

現物出資
現物出資額： 金 円 金銭以外の財産を出資する場

合は定款に記載が必要です。
金５００万円を越えない等、
要件を満たせば検査役の調査
は不要です。

現物出資者： 住所

　※金銭以外の財産
　　を拠出する場合

氏名

出資財産　： (不動産・動産・有価証券)(具体的に：　　　　　　　　　　　　)

発　　起　　人
住所 会社の出資者です。必ず１株

以上引き受けて下さい。
法人でも可（ただし、親子会
社となる場合は、子会社の目
的が親会社の目的の範囲内で
あることが必要となりま
す）。
発起人全員の住所・氏名と出
資金額をご記入下さい。
※この用紙に書ききれない場
合はお手数ですが別の紙にご
記入ください。（以下同様）

（ 出資者＝株主 ） 氏名
出資金額 円

※　定款認証のため
　に印鑑証明書（発
　行後３か月以内の
　もの）が必要です
　（法人の場合は
　　登記簿謄本も）

住所

氏名
出資金額 円

住所

氏名
出資金額 円

取　締　役
住所 会社の業務の決定及び執行を

する方です。

１人以上必要。何人でも可。
（取締役が２名以上いる場合
は、代表取締役を選ばない限
り、取締役全員が代表権を有
します。）

取締役全員の住所・氏名と代
表権の有無をご記入下さい。

氏名
代表権の有無（　有　・　無　）

※　登記のために印
　鑑証明書（発行後
　３か月以内のもの
　）が必要です。
（取締役会設置会社
　の場合は、代表取
　締役のみで可）

住所

氏名
代表権の有無（　有　・　無　）

住所

氏名
代表権の有無（　有　・　無　）

取締役の任期 　□ ２年(原則)　　  □ １年  　  □（　　　）年(非公開会社の場合、最長１０年まで伸長可能) 

取　締　役　会 　取締役会を（　置く　・置かない　）
公開会社は設置義務あり。取締役会を置くには取締役が３名以上必要
かつ、代表取締役の選定と監査役の設置も必要となります。

監　査　役
住所 会社の会計監査および業務監査を

する方です。
監査役全員の住所・氏名をご記入
下さい。
取締役会を置かない非公開中小会
社は、監査役はいなくても可。

氏名

　監査の範囲を会計監査に限定（ する ・ しない ）
非公開中小会社の場合は定款で会計監
査に限定することができます。

監査役の任期 　□ ４年(原則・短縮は不可)  　　 □（　　　）年(非公開会社の場合、最長１０年まで伸長可能) 

ご用意いただくもの
・発起人の印鑑証明書　　(各)１通（発起人が法人の場合は登記簿謄本も各１通）
・取締役の印鑑証明書　　(各)１通(取締役会設置会社の場合は代表取締役のみで可)

発行後３か月以内のもの。

※　書類は事前に
　ＦＡＸいただけ
　ると助かります。

・会社代表者印（会社実印） ※会社実印の作成は、類似商号調査後にされることを
　お勧めいたします。

印影が１㎝四方より大きく３㎝四
方より小さければ何でも可。

・発起人代表名義の通帳のコピー((各)発起人が出資金の額を振込したことの判る部分
　ならびに通帳の表紙および中表紙の部分のコピー)　（または取引明細書でも可）

発起設立の場合は、いわゆる保管
証明書の発行手続は不要です。

※ 以上は必要最低限の決定事項です。他の事項については標準的なひな形による予定ですが、ご要望等がございましたらご相談下さい。
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